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衆
議
院
議
員
大
口
善
�
君
提
出
お
茶
に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
暫
定
規
制
値
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
原
子
力
安
全
委
員
会
が
策
定
し
た
「
原
子
力
施
設
等
の
防
災
対
策
に
つ
い
て
」
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
「
飲
食
物
摂
取
制
限
に
関
す
る
指
標
」
中
の
値
（
以
下
「
指
標
値
」
と
い
う
。
）
を
、
当
面
、
食
品
中
の
放
射
性
物
質

の
規
制
値
（
以
下
「
暫
定
規
制
値
」
と
い
う
。
）
と
し
、
こ
れ
を
上
回
る
放
射
性
物
質
が
検
出
さ
れ
た
食
品
に
つ
い
て
は
、

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
六
条
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

指
標
値
は
、
国
際
放
射
線
防
護
委
員
会
の
勧
告
、
旧
厚
生
省
の
「
国
民
栄
養
調
査
」
等
を
基
に
、
我
が
国
に
お
け
る
食
品

摂
取
量
等
を
考
慮
し
て
、
食
品
区
分
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
に
係
る
食
品
区
分
中
、
飲
用
茶

に
つ
い
て
は
、
「
飲
料
水
」
に
該
当
し
、
ま
た
、
食
物
と
し
て
摂
取
さ
れ
る
茶
に
つ
い
て
は
、
「
肉
・
卵
・
魚
・
そ
の
他
」

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
指
標
値
は
、
当
該
食
品
区
分
に
該
当
す
る
個
々
の
食
品
の
摂
取
量
を
考
慮
し
て
定
め
た
も
の
で
は
な
く
、
当
該
食

品
区
分
に
該
当
す
る
食
品
全
体
の
摂
取
量
を
考
慮
し
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

一



二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
放
射
性
物
質
が
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
食
品
等
に
つ
い
て
は
、
人
が
経
口
摂
取
す
る
際
の
安

全
性
を
担
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
実
際
に
摂
取
さ
れ
る
段
階
に
お
い
て
、
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
暫
定
規
制
値
を
超

え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
」
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
子
力
安
全
委
員
会
の
意
見
を
参
考
に
し
つ
つ
、
荒
茶
の
一
部

が
飲
用
以
外
の
用
に
供
す
る
た
め
販
売
さ
れ
て
い
る
実
態
を
踏
ま
え
、
荒
茶
に
つ
い
て
も
暫
定
規
制
値
を
適
用
す
べ
き
で
あ

る
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
及
び
六
に
つ
い
て

現
在
の
暫
定
規
制
値
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
現

在
、
食
品
安
全
委
員
会
に
お
い
て
食
品
中
の
放
射
性
物
質
に
係
る
食
品
健
康
影
響
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

今
後
、
当
該
評
価
結
果
も
踏
ま
え
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
意
見
を
聴
き
つ
つ
、
速
や
か
に
暫
定
規
制
値
の
再
検
討
を

進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
現
時
点
に
お
い
て
、
そ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
及
び
五
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
政
府
等
に
よ
る
出
荷
制
限
指
示
等
に
係
る
損
害
及
び
「
風
評
被
害
」
に
つ
い
て
は
、
「
東
京

二



電
力
（
株
）
福
島
第
一
、
第
二
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
る
原
子
力
損
害
の
範
囲
の
判
定
等
に
関
す
る
第
一
次
指
針
」
（
平

成
二
十
三
年
四
月
二
十
八
日
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
決
定
）
及
び
「
東
京
電
力
（
株
）
福
島
第
一
、
第
二
原
子
力
発

電
所
事
故
に
よ
る
原
子
力
損
害
の
範
囲
の
判
定
等
に
関
す
る
第
二
次
指
針
」
（
平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日
原
子
力
損
害

賠
償
紛
争
審
査
会
決
定
）
に
基
づ
き
、
適
切
に
賠
償
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
両
指
針
に
お
い
て
損
害
賠
償
の

対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
損
害
の
う
ち
原
子
力
損
害
に
該
当
し
得
る
も
の
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛

争
審
査
会
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
も
、
当
該
検
討
に
資
す
る
よ
う
、
同
審
査
会
に
対

し
、
必
要
な
情
報
提
供
等
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

さ
ら
に
、
今
後
の
茶
の
生
産
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
茶
園
に
お
け
る
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
の
汚
染
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明

の
た
め
の
研
究
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
濃
度
を
低
減
さ
せ
る
た
め
の
技
術
を
確
立
す
る
と
と

も
に
、
当
該
技
術
の
導
入
を
促
進
す
る
た
め
、
技
術
指
導
等
の
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


